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１９７ 

 

第１回定例会会議録 

 

平成２８年 ３月１４日（月） 

開  議  午前１０時００分 

 

〇議長 (古越 弘君) これより、休会中の本会議を再開します。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。 

 五味髙明議員、所用のため、欠席する旨の届け出がありました。 

 理事者側では、全員の出席であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 これより、委員長報告を求めます。 

 去る３月４日の本会議において各常任委員会に付託となり、審議・審査願いまし

た議案、請願について、日程に従い、各常任委員長から報告を願います。 

 

－－－日程第１ 議案第９号 御代田町国民保護協議会条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第２ 議案第１０号 御代田町防災会議条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第３ 議案第１１号 御代田町行政不服審査会条例を制定する 

条例案について－－－ 

－－－日程第４ 議案第１２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第５ 議案第１３号 御代田町個人情報保護条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第６ 議案第１４号 御代田町公文書公開条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第７ 議案第１５号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を 

改正する条例案について－－－ 

－－－日程第８ 議案第１６号 御代田町特別職の職員で常勤の者等の給与に 
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関する条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第９ 議案第１７号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１０ 議案第１８号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の 

一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１１ 議案第１９号 御代田町職員の旅費に関する条例の一部を 

改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１２ 議案第２０号 御代田町臨時的任用職員の給与等に関する 

条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１３ 議案第２１号 御代田町営駐車場条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第１４ 議案第２２号 固定資産評価審査委員会条例の一部を 

改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１５ 議案第２３号 御代田町介護保険条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第１６ 議案第２４号 御代田町指定地域密着型サービスの事業の 

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例案について－－－ 

－－－日程第１７ 議案第２５号 御代田町指定地域密着型介護予防サービスの 

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１８ 議案第２６号 御代田町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び 

管理に関する条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第１９ 議案第２７号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の 

一部を改正する条例案について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第１ 議案第９号 御代田町国民保護協議会条例の一部を改正

する条例案について、日程第２ 議案第１０号 御代田町防災会議条例の一部を改

正する条例案について、日程第３ 議案第１１号 御代田町行政不服審査会条例を

制定する条例案について、日程第４ 議案第１２号 特別職の職員で非常勤のもの
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の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、日程第５ 議

案第１３号 御代田町個人情報保護条例の一部を改正する条例案について、日程第

６ 議案第１４号 御代田町公文書公開条例の一部を改正する条例案について、日

程第７ 議案第１５号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案について、日程第８ 議案第１６号 御代田町特別職の職員で常勤の者等の給与

に関する条例の一部を改正する条例案について、日程第９ 議案第１７号 議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について、日

程第１０ 議案第１８号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正

する条例案について、日程第１１ 議案第１９号 御代田町職員の旅費に関する条

例の一部を改正する条例案について、日程第１２ 議案第２０号 御代田町臨時的

任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について、日程第１３ 議

案第２１号 御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について、日程第１４

議案第２２号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案について、日

程第１５ 議案第２３号 御代田町介護保険条例の一部を改正する条例案につい

て日程第１６ 議案第２４号 御代田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、日程第１

７ 議案第２５号 御代田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、日程第

１８ 議案第２６号 御代田町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例案について日程第１９ 議案第２７号 御代田町消防団員等

公務災害補償条例の一部を改正する条例案について、委員長の報告を求めます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 仁科英一君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） おはようございます。 

 １ページをお開き願います。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 委員会審査報告書 
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 議案第 ９号 御代田町国民保護協議会条例の一部を改正する条例案について 

 議案第１０号 御代田町防災会議条例の一部を改正する条例案について 

 議案第１１号 御代田町行政不服審査会条例を制定する条例案について 

 議案第１２号 特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例案について 

 議案第１３号 御代田町個人情報保護条例の一部を改正する条例案について 

 議案第１４号 御代田町公文書公開条例の一部を改正する条例案について 

 議案第１５号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて 

 議案第１６号 御代田町特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部

を改正する条例案について 

 議案第１７号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案について 

 議案第１８号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

案について 

 議案第１９号 御代田町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて 

 議案第２０号 御代田町臨時的任用職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例案について 

 議案第２１号 御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について 

 議案第２２号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案について 

 議案第２３号 御代田町介護保険条例の一部を改正する条例案について 

 議案第２４号 御代田町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例案について 

 議案第２５号 御代田町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について 

 議案第２６号 御代田町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例案について 

 議案第２７号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案
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について 

 本委員会は、上記提案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

 以上です。 

〇議長（古越 弘君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第９号から議案第

２７号についてを、一括議題とします。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は、挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第９号から議案第２７号については、討論を省略し、ただちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第９号 御代田町国民保護協議会条例の一部を改正する条例案につ

いて、議案第１０号 御代田町防災会議条例の一部を改正する条例案について、議

案第１１号 御代田町行政不服審査会条例を制定する条例案について、議案第１２

号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例案について、議案第１３号 御代田町個人情報保護条例の一部を改正する

条例案について、議案第１４号 御代田町公文書公開条例の一部を改正する条例案

について、議案第１５号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案について、議案第１６号 御代田町特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条
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例の一部を改正する条例案について、議案第１７号 議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について、議案第１８号 職員の勤

務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例案について、議案第１９号 

御代田町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案について、議案第２０号 

御代田町臨時的任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案について、

議案第２１号 御代田町営駐車場条例の一部を改正する条例案について、議案第２

２号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案について、議案第２３

号 御代田町介護保険条例の一部を改正する条例案について、議案第２４号 御代

田町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案について、議案第２５号 御代田町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案について、議案第２６号 御代田町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案について、議案第２７号 御代田町消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案については、委員長の報告のとおり、

決しました。 

 

－－－日程第２０ 議案第２８号 平成２８年度御代田町一般会計予算案について－－－ 

〇議長（古越 弘君） 日程第２０ 議案第２８号 平成２８年度御代田町一般会計予算

案について、委員長の報告を求めます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） １ページをお開き願います。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 委員会審査報告書 

 議案第２８号 平成２８年度御代田町一般会計予算案について 

（総務福祉文教常任委員会付託分） 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 
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 以上です。 

〇議長(古越 弘君) ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありましたが、本案

については、町民建設経済常任委員会にも付託してありますので、町民建設経済常

任委員会の中で報告事項がありましたら、委員長から報告を願います。 

〇町民建設経済常任委員長（茂木 勲君） なし。 

〇議長(古越 弘君) 報告事項ないものと認めます。 

 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま各常任委員長から報告がありました議案第２８号についてを議題とし

ます。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２８号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第２８号 平成２８年度御代田町一般会計予算案については、委員

長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第２１ 議案第２９号 平成２８年度御代田町御代田財産区特別会計 

予算案について－－－ 

－－－日程第２２ 議案第３０号 平成２８年度御代田町小沼地区財産管理 

特別会計予算案について－－－ 



２０４ 

 

－－－日程第２３ 議案第３１号 平成２８年度御代田町国民健康保険 

事業勘定特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第２４ 議案第３２号 平成２８年度御代田町介護保険事業勘定 

特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第２５ 議案第３３号 平成２８年度御代田町後期高齢者医療 

特別会計予算案について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第２１ 議案第２９号 平成２８年度御代田町御代田財産区特

別会計予算案について、日程第２２ 議案第３０号 平成２８年度御代田町小沼地

区財産管理特別会計予算案について、日程第２３ 議案第３１号 平成２８年度御

代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案について、日程第２４ 議案第３２号 

平成２８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案について、日程第２５ 議

案第３３号 平成２８年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について、委員

長の報告を求めます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 仁科英一君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） １ページをお開き願います。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 委員会審査報告書 

 議案第２９号 平成２８年度御代田町御代田財産区特別会計予算案について 

 議案第３０号 平成２８年度御代田町小沼地区財産管理特別会計予算案につい

て 

 議案第３１号 平成２８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案に

ついて 

 議案第３２号 平成２８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案につい

て 

 議案第３３号 平成２８年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 



２０５ 

 

〇議長(古越 弘君) 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第２９号から議案

第３３号についてを、一括議題とします。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２９号から議案第３３号については、討論を省略し、ただちに一括して採

決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第２９号 平成２８年度御代田町御代田財産区特別会計予算案につ

いて、議案第３０号 平成２８年度御代田町小沼地区財産管理特別会計予算案につ

いて、議案第３１号 平成２８年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案

について、議案第３２号 平成２８年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案

について、議案第３３号 平成２８年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案に

ついては、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第２６ 議案第３４号 平成２８年度御代田町住宅新築資金等 

貸付事業特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第２７ 議案第３５号 平成２８年度御代田町公共下水道事業 

特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第２８ 議案第３６号 平成２８年度御代田町農業集落排水事業 



２０６ 

 

特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第２９ 議案第３７号 平成２８年度御代田町個別排水処理施設 

整備事業特別会計予算案について－－－ 

－－－日程第３０ 議案第３８号 平成２８年度御代田小沼水道事業会計 

予算案について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第２６ 議案第３４号 平成２８年度御代田町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算案について、日程第２７ 議案第３５号 平成２８年度御代

田町公共下水道事業特別会計予算案について、日程第２８ 議案第３６号 平成２

８年度御代田町農業集落排水事業特別会計予算案について、日程第２９ 議案第３

７号 平成２８年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計予算案について、

日程第３０ 議案第３８号 平成２８年度御代田小沼水道事業会計予算案につい

て、委員長の報告を求めます。 

 茂木 勲町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 茂木 勲君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（茂木 勲君） ３ページをお開きください。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

町民建設経済常任委員長 茂木 勲 

 委員会審査報告書 

 議案第３４号 平成２８年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案

について 

 議案第３５号 平成２８年度御代田町公共下水道事業特別会計予算案について 

 議案第３６号 平成２８年度御代田町農業集落排水事業特別会計予算案につい

て 議案第３７号 平成２８年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計予

算案について 

 議案第３８号 平成２８年度御代田小沼水道事業会計予算案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

 以上です。 

〇議長(古越 弘君) 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 



２０７ 

 

 ただいま町民建設経済常任委員長から報告がありました議案第３４号から議案

第３８号についてを一括議題とします。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３４号から議案第３８号については、討論を省略し、ただちに一括して採

決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第３４号 平成２８年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算案について、議案第３５号 平成２８年度御代田町公共下水道事業特別会計予

算案について、議案第３６号 平成２８年度御代田町農業集落排水事業特別会計予

算案について、議案第３７号 平成２８年度御代田町個別排水処理施設整備事業特

別会計予算案について、議案第３８号 平成２８年度御代田小沼水道事業会計予算

案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第３１ 議案第３９号 平成２７年度御代田町一般会計補正予算案 

（第７号）について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第３１ 議案第３９号 平成２７年度御代田町一般会計補正予

算案（第７号）について、委員長の報告を求めます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 仁科英一君 登壇） 



２０８ 

 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） １ページをお開き願います。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 委員会審査報告書 

 議案第３９号 平成２７年度御代田町一般会計補正予算案（第７号）について 

（総務福祉文教常任委員会付託分） 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長(古越 弘君) ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありましたが、本案に

ついては、町民建設経済常任委員会にも付託してありますので、町民建設経済常任

委員会の中で報告事項がありましたら、委員長から報告を願います。 

〇町民建設経済常任委員長（茂木 勲君） なし。 

〇議長(古越 弘君) 報告事項ないものと認めます。 

 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、各常任委員長から報告がありました議案第３９号についてを議題とし

ます。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第３９号は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 



２０９ 

 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第３９号 平成２７年度御代田町一般会計補正予算案（第７号）に

ついては、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第３２ 議案第４０号 平成２７年度御代田町国民健康保険事業 

勘定特別会計補正予算案（第３号）について－－－ 

－－－日程第３３ 議案第４１号 平成２７年度御代田町介護保険事業勘定 

特別会計補正予算案（第３号）について－－－ 

－－－日程第３４ 議案第４２号 平成２７年度御代田町後期高齢者医療 

特別会計補正予算案（第２号）について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第３２ 議案第４０号 平成２７年度御代田町国民健康保険事

業勘定特別会計補正予算案（第３号）について、日程第３３ 議案第４１号 平成

２７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第３号）について、日程

第３４ 議案第４２号 平成２７年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算

案（第２号）について、委員長の報告を求めます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 仁科英一君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） １ページをお開き願います。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 委員会審査報告書 

 議案第４０号 平成２７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

案（第３号）について 

 議案第４１号 平成２７年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案（第

３号）について 

 議案第４２号 平成２７年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案（第２

号）について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 



２１０ 

 

 以上です。 

〇議長(古越 弘君) 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第４０号から議案

第４２号についてを、一括議題とします。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４０号から議案第４２号については、討論を省略し、ただちに一括して採

決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第４０号 平成２７年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補

正予算案（第３号）について、議案第４１号 平成２７年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計補正予算案（第３号）について、議案第４２号 平成２７年度御代田

町後期高齢者医療特別会計補正予算案（第２号）については、委員長報告のとおり

決しました。 

 

－－－日程第３５ 議案第４３号 平成２７年度御代田町公共下水道事業 

特別会計補正予算案（第３号）について－－－ 

－－－日程第３６ 議案第４４号 平成２７年度御代田小沼水道事業会計 

補正予算案（第２号）について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第３５ 議案第４３号 平成２７年度御代田町公共下水道事業



２１１ 

 

特別会計補正予算案（第３号）について、日程第３６ 議案第４４号 平成２７年

度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第２号）について、委員長の報告を求めま

す。 

 茂木 勲町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 茂木 勲君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（茂木 勲君） ３ページをお開きください。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

町民建設経済常任委員長 茂木 勲 

 委員会審査報告書 

 議案第４３号 平成２７年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案（第３

号）について 

 議案第４４号 平成２７年度御代田小沼水道事業会計補正予算案（第２号）につ

いて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

 以上です。 

〇議長(古越 弘君) 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま町民建設経済常任委員長から報告がありました議案第４３号、議案第

４４号についてを一括議題とします。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第４３号、議案第４４号については、討論を省略し、ただちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 
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 異議なしと認め、討論を省略し、採決します。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第４３号 平成２７年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算

案（第３号）について、議案第４４号 平成２７年度御代田小沼水道事業会計補正

予算案（第２号）については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第３７ 請願第９号 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争に 

つながる安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願－－－ 

－－－日程第３８ 請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２（空軍）・ＭＶ２２ 

（海兵隊）両オスプレイの飛行訓練に反対し、飛行中止を求める 

意見書提出の請願－－－ 

〇議長(古越 弘君) 日程第３７ 請願第９号 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争

につながる安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願について、日程第３８ 

請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２（空軍）・ＭＶ２２（海兵隊）両オスプレイの

飛行訓練に反対し、飛行中止を求める意見書提出の請願について、審査報告を求め

ます。 

 仁科英一総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 仁科英一君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（仁科英一君） ４ページをお開き願います。 

 請願審査報告書 

 １．審査の結果 

 （１）不採択とすべきもの 

  １．件 名 請願第９号 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる

安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願 

       （３月４日の議会において付託） 

    理 由 国民の生命と平和な暮らしを守り抜き、日本の「抑止力」を高め

るものであると判断した為。 
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  ２．件 名 請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２（空軍）・ＭＶ２２（海兵隊）

両オスプレイの飛行訓練に反対し、飛行中止を求める意見書提

出の請願 

       （３月４日の議会において付託） 

    理 由 日米安全保障条約に基づいてなされる必要な訓練であると判断

した為。 

 本委員会においては、上記のとおり処理することを適当と認める旨決したので以

上報告します。 

平成２８年３月１４日 

 御代田町議会議長 古越 弘様 

総務福祉文教常任委員長 仁科英一 

 以上です。 

〇議長（古越 弘君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました請願第９号を議題とし

ます。 

 これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。 

 まず、請願に賛成する者の発言を許可します。 

 野元三夫議員。 

（６番 野元三夫君 登壇） 

〇６番（野元三夫君） 議席番号６番、野元三夫です。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長より報告がありました、「集団的自衛権」行使

を具体化し、戦争につながる安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願は、

賛成採択をして、意見書を提出すべきと考えますので、委員長報告に対し、反対の

討論を行います。 

 私は、究極的には国家間の問題や民族間及び宗教的な諸問題解決に当たっては、
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武力を用いずに話し合いによる解決が理想と考えています。 

 一方、今のわが国を取り巻く状況等を見ると、自衛隊が必要であり、日米安全保

障条約も集団的自衛権も必要と考えている方も多いと思います。 

 私も、理想は理想とし、現時点では個別自衛権や災害時における自衛隊の災害派

遣での活躍を見ていると、自衛隊は必要であると考えております。しかし、集団的

自衛権には反対です。 

 反対理由は、いくつもありますが、２つの理由に絞り、討論を進めてまいりたい

と思います。 

 まず、１つ目の理由です。ここに１冊の本があります。題名は「日本人は人を殺

しに行くのか」。副題は「戦場からの集団的自衛権入門」であります。衝撃的な題

名で、一瞬、私は戸惑いを感じました。そして、ページをめくったところで、もっ

と大きな戸惑いを感じました。戸惑った文章、短いので、ちょっと読みたいと思い

ます。 

 「集団的自衛権の行使を容認しないと、アメリカは日本を助けてくれない。その

うち、中国、北朝鮮、韓国が日本に戦争を仕掛けてくる。国連ＰＫＯへの自衛隊の

派遣は、世界の役に立っている。イラク戦争で自衛隊に戦死者は出ていない。あな

たはそう思っていないだろうか。でも、これが誰かにとって都合のいい嘘だったと

したら？ 本当は、集団的自衛権の行使容認なんて必要ないのに、必要かもしれな

いと思い込まされているとしたら？ それどころか、日本人が海外で人を殺し、殺

される一歩手前まで来ているとしたら？」 

 こういう文章でございます。 

 著者は伊勢崎賢治さんという方で、ご本人は紛争屋と名乗っておりまして、国連

ＰＫＯ上級幹部として東ティモール等での武装解除や、また日本政府特別代表とし

てアフガニスタンでの武装解除を現場で指揮をされていた方です。現場を体験され

てきた方の実感が書かれていると感じました。ぜひ、今日は無理ですが、この書籍

は多くの方に読んでいただきたいと思います。この本で、この場で本の内容を長々

と紹介するわけにいきませんので、２点だけ紹介いたします。 

 １点目です。２０１４年、安倍内閣が集団的自衛権を閣議決定する際に、パネル

等を使い、説明された１５の事例についてですが、ほとんどが個別自衛権で対応で

きる事例である。あるいは集団的自衛権行使に当たらない、国連が絡んでいる事例
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であると説明されており、今回の法律は必要ないと語られております。 

 ２点目です。自衛隊は法的に警察予備隊のまま存在しており、警察組織の延長で

しかなく、軍隊であれば、持っていなければならない軍事法典や軍事法廷がないの

で、軍法がない自衛隊が海外に派遣されるのは大変な問題であると説明されており

ます。そして、国連ＰＫＯでも、ＮＡＴＯなどが行っている集団的自衛権でも、日

米地位協定のような協定を結び、派遣先で民間人を巻き込む過失を発生させてしま

った場合、訴追免除を受け、自国の軍法で裁くのだが、自衛隊法には自衛隊が国外

で犯した過失を裁く規定すらないのだそうです。では、日本国内の刑法を使えばい

いのかといえば、日本の刑法には国外犯規定というものがあり、日本人が海外で犯

す業務上過失致死傷を裁くことはできないそうです。現在、ＰＫＯで派遣されてい

る自衛隊が過失を犯してしまった場合、一体誰が裁くのでしょうか。 

 実例としまして、２００７年、イラク戦争にアメリカの民間軍事会社の人間が戦

場という恐怖から、非武装の民間人に向かい、銃を乱射し、１１名ものイラク市民

を死亡させるという事件が発生しましたが、イラクの法律でもアメリカの軍法でも

裁くことができない状態にあり、アメリカは国際社会から強烈な非難を浴びたそう

です。今の自衛隊は、これと同じ状態にあるそうです。 

 このような不完全な組織を、今以上に海外に出すことは、国益に適ったことなの

でしょうか。 

 また、安倍総理の「この国を守る決意」という本の中で、軍事同盟というのは、

血の同盟であって、日本人も血を流さなければ、アメリカと対等な関係にはなれな

いと語っております。 

 血を流すのが、当たり前だと語る政治家が推し進めるような法律は、とても恐い

ことであり、廃止すべきだと私は思っております。 

 ２つ目の反対理由を述べさせていただきます。 

 私は戦後という言葉が大好きです。私は戦争を知りません。本、テレビ、映画な

どで戦争ものを読んだり観たりすることが多くありますが、戦車や戦闘機、空母を

見て、私自身は格好よいとも思います。 

 片や、戦争体験者の体験を読んだり聞いたりすると、胸が痛くなり、何があって

も戦争だけは起こしてはならないと考えております。格好いいのは映画の中だけ。

現実は、恐怖と悲惨さだけだと思います。この法律が施行されれば、還暦に近い年
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齢の私は、戦争や紛争解決の現場に赴く機会はないかとも思いますが、子や孫たち

に、そのような機会が巡ってこないとは言い切れません。絶対にそんな経験はさせ

たくありません。 

 昨年は戦後７０年でした。１０年後も２０年後も、戦後を私は祝いたいと考えま

す。戦争を知らない国民が多数となっている国が世界１９６カ国の中に何カ国ある

のでしょうか。私は何カ国あるか知りませんが、もし日本だけだとしたら、すごい

ことだと思います。日本人が戦場において７０年も人を殺したり殺されたりしてい

ないということも、すごいことだと思います。こんな記録は、もっともっと延ばす

べきだと考えます。戦後を続けていきませんか。日本には９条があり、武力行使を

行わない、稀な国であるとの認識が多くの国々にあるそうです。このような認識を

崩しかねない安全保障関連二法は、すみやかに廃止すべきと考えますので、ぜひと

も請願に賛同いただけることをお願いいたしまして、私の討論を終わりにいたしま

す。 

〇議長(古越 弘君) 次に、請願に反対する者の発言を許可します。 

 池田るみ議員 

（１番 池田るみ君 登壇） 

〇１番（池田るみ君） 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる安全保障関連

二法のすみやかな廃止を求める請願について、反対の立場から討論いたします。 

 平和安全法制が、昨年９月１９日に成立し、米国から「成立に祝意、日本の防衛

能力を高める」、英国からは「世界の平和安定及び反映を確保する」など、国際社

会から多くの支持する声が寄せられました。しかし、日本では戦争法であるとして

恐れ、怒り、許せないとの声がまだ上げられています。 

 戦争ほど残酷なものはありません。平和は皆が望んでいる世界共通の願いであり

ます。なぜ、この平和安全保障制度が必要であるのか、１つには日本を取り巻く安

全保障環境が激変し、厳しさを増していることに対応するためであり、北朝鮮の弾

頭ミサイルの関連技術の飛躍的な進化などは、その一例と言えます。こうした中、

日米防衛協力体制の実効性をより向上させ、隙間のない防衛体制を構築することで、

抑止力を高め、未然に防ぐということであります。日本を取り巻く安保環境は、今

年に入って北朝鮮が１月６日には４回目の水爆実験を行い、矢継ぎ早に２月７日に

は長距離弾道ミサイルが発射され、厳しい安保環境が現実のものとして国民の前に
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現れております。 

 そのような中、日本が直接攻撃を受けてから、いよいよ防衛出動としたい、する

といったことで本当に国民の生命、財産を守ることができるのでしょうか。憲法が

作られた当時とは、状況が全く変わっています。 

 そこで成立した平和安全法制は、日本が直接他国から攻撃を受けなくても、例え

ば日本の防衛のために日本近海の公海上で警戒監視活動を行っているアメリカ艦

船等への武力攻撃があり、それを放っておけば、いよいよ日本の国民の生命、自由、

幸福追究の権利が根底から覆されるような明白な危険が明らかな場合には、自衛隊

はこれを排除することができます。 

 しかし、これはあくまでも自国防衛のためであります。他国を守ることが目的で

は決してありません。自衛隊の武力行使については、自衛の措置の新３要件に該当

した自国防衛にのみ許され、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使を

できないとする政府の憲法９条の根幹は堅持され、先取防衛の憲法９条の精神を変

えるものではありません。 

 今回の請願において、この法律は存立危機自体の名の下に、政府の判断で集団的

自衛権を行使し、とありますが、武力行使が認められる存立危機事態は、１つは攻

撃国の意思・能力、２つに、事態の発生場所、３つに事態の規模・対応・推移、４

つに我が国の戦渦が及ぶ可能性、５つに国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大

性などを判断要素としています。その上で事態認定の国会承認に関し、民主的統制

として、国会の事前承認の原則は確保されており、政府は国会の判断の基礎となる

十分な情報開示、提供が義務づけられています。 

 事態の認定において、政府は恣意的な判断、運用はできないよう、歯止めが利い

ています。また、新法である国際平和支援法において、自衛隊を海外に派遣するた

めの条件として、１つは国際法上の正当性、２つに国民の理解と民主的統制、３つ

に隊員の安全確保の３原則を定め、例外なき国会の事前承認を義務づけています。 

 国会では、衆・参両院合わせて２２０時間もの審議を行ってきました。決して拙

速ではなく、まして強行採決、強行成立ではありません。 

 平和安全法制は戦争を未然に防ぎ、国民の命を守りきるための戦争防止法であり、

戦争につながるものでは決してありません。平和を築くためには、何よりも重要な

のは、平和的手段である外交であり、国と国の対話であります。平和安全法制で抑



２１８ 

 

止力が強化され、外交を行うための土壌ができました。 

 今回の北朝鮮の長距離弾頭ミサイル発射に関して、平和安全法制の整備や日米貿

易協力の指針の改定により、日米間の緊密な情報連絡、協力がスムーズに行われ、

平和安全法制の整備ができたことが、今回の事態に対応する積極的な意味がありま

した。国民の平和と安全を守るために、平和安全法制、安全保障関連二法は、重要

であり、廃止をしてはなりません。 

 よって、本請願は不採択といたします。 

〇議長(古越 弘君) 次に、請願に賛成する者の発言を許可します。 

 市村千恵子議員。 

（１２番 市村千恵子君 登壇） 

〇１２番（市村千恵子君） 議席番号１２番、市村千恵子です。 

 請願第９号 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる安全保障関連二

法のすみやかな廃止を求める請願について、賛成の立場から討論を行います。 

 これまで歴代政府は憲法９条の下に容認される自衛権の行使は、自国を防衛する

ために必要最小限の範囲にとどめるものとし、集団的自衛権の行使は、日本に武力

攻撃がなくても、密接な関係国とともに武力を行使することであり、自衛のための

必要最小限度の範囲を超えるので、憲法上許されないとしてきました。しかし、安

倍内閣は、一昨年の７月１日、国民多数の反対の声を押し切って、集団的自衛権行

使容認を柱とした解釈改憲の閣議決定を強行し、昨年５月には、集団的自衛権行使

を具体化する平和安全法整備法案、１０法案と、新法の国際平和支援法の１１法案

をまとめて提出しました。 

 この集団的自衛権行使を具体化する一連の法案が、国会で審議されている中、こ

の御代田町議会におきましては、昨年６月議会で集団的自衛権行使を具体化する法

案の撤回を求める意見書を賛成多数で提出したところであります。 

 しかし、昨年９月１９日、安倍政権は参議院本会議で、集団的自衛権を具体化す

る平和安全法制整備法と、国際平和支援法の安全保障関連二法を強行成立させまし

た。この法律は、存立危機事態の名の下に、政府の判断で集団的自衛権を行使し、

他国の戦争に武力行使をもって参戦する道を開き、重大危機事態、国際平和共同対

処時代をもって、戦闘の恐れのある地域まで、自衛隊を派兵し、武力行使と一体の

兵端活動を繰り広げることを可能とするものです。さらにＰＫＯや米軍主導の多国
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籍軍の活動に参加し、武器使用も伴う治安維持活動や駆けつけ警護も行えるように

し、平時から米軍を自衛隊が守り、防衛大臣の判断で、集団的自衛権行使をできる

ものとなっています。 

 このようなことは、戦争放棄、戦力不保持を謳い、武力の行使、威嚇も交戦権も

禁じた憲法９条の下では許されないことです。参議院の憲法審査会で、自民党推薦

を含む参考人の３名の方が、安保法案を違憲と断じたことで、憲法学者の９割以上、

歴代の内閣法制局長官、元最高裁長官らが挙って憲法違反だ、違憲だと表明してい

ます。 

 今、北朝鮮や中国の驚異に対して、国の安全を守るには集団的自衛権の行使が必

要との意見もありますが、武力を行使すれば、戦闘状態に陥り、戦争へと拡大して

いくのではないでしょうか。戦争放棄、戦力不保持を謳い、武力の行使、威嚇も交

戦権も禁じたこの憲法９条の下、日本の取るべき安全保障政策は、安保理決議や国

際法に基づいて、粘り強く対話、平和外交がより求められているのではないでしょ

うか。 

 世界に誇る憲法第９条を守り、９条を生かした平和な日本を築いていくことを心

から望んでいます。自衛隊が同盟国の武力行使に参戦し、殺し殺されるということ

が、いよいよ現実のものとなってきます。戦争で真っ先に犠牲になるのは、未来あ

る若者です。若者を戦場に送り、殺し殺される戦闘をさせるわけには絶対にいかな

いという思いを強くしています。 

 以上のことから、御代田町議会におきましても、「集団的自衛権」行使を具体化

し、戦争につながる安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願が採択されま

すよう、心よりお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 

〇議長(古越 弘君) ほかに討論はありませんか。 

 井田理恵議員。 

（２番 井田理恵君 登壇） 

〇２番（井田理恵君） 議席番号２番、井田理恵です。 

 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる安全保障関連二法のすみやか

な廃止を求める請願に対しまして、文言の点で私は請願に対して不採択の意見で討

論いたします。 

 こちらの請願文の中で請願趣旨の中、本文１０行目の中に、「この法律の違憲性
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は」となりまして、文章は読みませんけれども、その述語になっております言葉の

中に、「憲法に違反する法律は無効です。違憲の法律が国会の数の力で強行成立す

ることがまかり通れば、日本は憲法なき国家、無法国家になってしまいます」とな

っております。この「無法国家になってしまいます」「法律の違憲性」となってお

ります。この文言について、私はちょっとひと言述べさせていただきます。 

 憲法第８９条 公教育の財産の支出の中で、「公金、その他の公の財産は、宗教

上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために、又は公の支配に属しな

い慈善、教育若しくは博愛事業に対し、これを支出、又はその利用に供してはなら

ない」とあります。もってすれば、私学助成は憲法違反となります。このような整

合性のない文言を承認することは、私はできないと考え、このたび集団的自衛権行

使を具体化し、戦争につながる安全保障関連二法のすみやかな廃止を求める請願に

対して、文言が適切ではないと考え、反対の不採択の討論をいたしました。 

〇議長(古越 弘君) ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 これで、討論を終わります。 

 これより、請願第９号を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は、不採択であります。 

 請願第９号を採択することに賛成の方は、挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

 挙手、少数であります。 

 よって、請願第９号 「集団的自衛権」行使を具体化し、戦争につながる安全保

障関連二法のすみやかな廃止を求める請願については、不採択とすることに決定し

ました。 

 この際、暫時休憩します。 

（午前１１時０５分） 

（休 憩） 

（午前１１時１７分） 

〇議長(古越 弘君) 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 続いて、請願第１０号についてを議題とします。 

 委員長報告に対する質疑を行います。 
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 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。 

 まず、請願に賛成する者の発言を許可します。 

 市村千恵子議員。 

（１２番 市村千恵子君 登壇） 

〇１２番（市村千恵子君） 議席番号１２番、市村千恵子です。 

 請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２・ＭＶ２２両オスプレイの飛行訓練に反対し、

飛行中止を求める意見書提出の請願に対し、賛成の立場から討論を行います。 

 ２０１２年の米海兵隊ＭＶ２２オスプレイ普天間基地配備に続いて、昨年５月１２

日に米空軍ＣＶ２２オスプレイ１０機が２０１７年から東京横田基地に配備され

ることが、アメリカ国防相から発表されました。 

 垂直離着陸機オスプレイ、開発段階から２０１５年５月まで、８回墜落、３８人

の乗務員が死亡しています。特にＣＶ２２は、沖縄やアメリカ本国、グアム、ハワ

イ、韓国などに配備されている特殊作戦部隊を乗せて、超低空で敵地に進入、強襲

作戦などを行う輸送機で、その訓練も、敵の攻撃を回避するために、高度６０ｍか

ら３０ｍでの超低空飛行や夜間山岳訓練など特殊訓練を行うと、訓練マニュアルＣ

Ｖ２２、作戦手順に明記されています。そのため、非常に高い事故率を記録してい

ます。 

 今、日米防衛協力の指針ガイドラインの下で、同盟調整メカニズムの設置等が合

意され、各種の共同演習が実施されて、日米軍事一体化が急速に進んでいます。両

オスプレイの訓練空域は、ＭＶ２２が長野県下の北アルプスから戸隠、飯山、栄村

を経て北上するブルーノート等７ルートで、ＣＶ２２は長野、群馬、新潟３県にま

たがるエリアＨ等、国内４エリアを含む６カ所と発表されました。昨年１１月５日

付の信濃毎日新聞では、エリアＨには長野、上田、須坂、小諸、中野、茅野、佐久、

東御、小海町、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、山ノ内町、高山村、木島

平村、栄村の１７市町村が入ることが明らかになりました。 

 昨年１２月の一般質問において、オスプレイ訓練空域該当の町の対応について、
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質問しました。町長の答弁では、昨年の１０月１５日付で、長野危機管理部長名で、

御代田町に環境レビューについての照会があり、この中で御代田町がオスプレイの

飛行訓練の対象地域となることということで検討しても、これまでオスプレイの安

全性の確認等に関する要請を国に対して言ったり、それから行ったり、それから情

報提供などを要請しているところであるという県の対応との報告もありました。ま

た、この中で、危機管理部のほうからオスプレイ訓練空域の環境レビューに対する

意見や質問について、御代田町としてはオスプレイの訓練が行われることになれば、

住みやすく良好な環境が壊されてしまう、そういう危険性があることから、当町の

上空でオスプレイの訓練は認めることはできません。絶対に認められないという意

見を述べたということです。 

 また、その他として、県としては国に対し、オスプレイの安全性や訓練期間、訓

練時間、飛行訓練コースなど、具体的内容について関係自治体及び地方住民に事前

に十分説明すること、関係住民、自治体に説明するということを求めているわけで

すが、私からはこのオスプレイの飛行訓練というのは何らかの形で行政や住民など

に説明すればよいという程度の問題ではないと、説明すればよいという内容のよう

な軽い問題ではないということで、長野県としてオスプレイの県内空域での飛行訓

練は認めないという断固たる姿勢で対応をしてほしいということを申し上げた、と

の答弁でありました。 

 ３月３日付の信濃毎日新聞によれば、「米軍オスプレイ県内空域訓練、ルート・

時期、説明なく。県の質問に防衛局回答」とありました。 

 県が昨年１０月に県内全市町に募った米空軍への問い合わせに基づく回答です

が、具体的な飛行ルートや訓練時間は、説明がなかった。訓練の事前通告や情報提

供、住民説明会などの情報が得られれば、すみやかに知らせ、丁寧に説明したい、

との報道もあります。 

 県危機管理部の吉原正夫危機対策幹は、米軍との関係上、防衛局の回答は、精一

杯の内容と受けとめた、とあり、日米関係を端的に表しているのではと感じたとこ

ろであります。 

 日本の上空の訓練飛行に対して、具体的な飛行ルートも訓練時間も明らかにされ

ない。これで住民の安心・安全な住環境が守れるのでしょうか。米軍機の騒音の問

題でも明確な回答は、ありませんでした。 
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 ぜひとも議会としても町と歩調を合わせ、当町の上空でのオスプレイの訓練は認

めることができないとの思いを示していただきたいと思います。 

 以上のことから、米軍輸送機ＣＶ２２・ＭＶ２２両オスプレイの飛行訓練に反対

し、飛行中止を求める意見書提出の請願が採択されますよう、心よりお願い申し上

げまして、賛成討論といたします。 

〇議長(古越 弘君) 次に、請願に反対する者の発言を許可します。 

 井田理恵議員。 

（２番 井田理恵君 登壇） 

〇２番（井田理恵君） 議席番号２番、井田理恵です。 

 請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２（空軍）・ＭＶ２２（海兵隊）両オスプレイ

の飛行訓練に反対し、飛行中止を求める意見書提出の請願に対して、反対の立場か

ら討論いたします。 

 我が国を取り巻く安全保障環境が一層の厳しさを増す中、平成２７年６月２２日、

参議院決算委員会にて安倍首相は、オスプレイの配備はわが国の安全保障において

大変重要であると認識をしています。その上において、この運用に際しては、安全

確保はもとより、周辺住民の方々の生活への最大限の配慮が大前提であります。政

府としては、ＭＶ２２オスプレイの普天間飛行場への配備に先立ち、独自に安全性

を確認しております。 

 具体的には、防衛省・国交省、大学教授など、政府内外の航空技術、航空安全や

事故調査の専門家、航空機パイロットなどからなる分析評価チームを設置し、また

チーム委員をアメリカに派遣して、米軍における過去の事故の原因を独自に分析す

ることなどによって、わが国におけるＭＶ２２オスプレイの運用の安全性を確認し

ているわけである、とあります。 

 またさらに、昨年、わが国もオスプレイを導入することを決定しました。その検

討過程において、各種技術情報を収集、分析、オスプレイが安全な機体であること

を改めて確認しております、と正式答弁しています。 

 また、ＣＶ２２・ＭＶ２２は、基本的に同推進システムを有し、構造も共通して

おり、アメリカ政府がわが国における運用に際し、安全を徹底することも確認して

います。 

 また、その意義については、日米安全保障条約に基づき、わが国に駐留する在日
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米軍は、その抑止力を通してわが国の安全に寄与し、極東における国際平和及び安

全の維持に寄与しています。 

 他方、在日米軍施設や訓練が沖縄県内に集中している現状を踏まえ、沖縄の負担

軽減を図ることも重要とされ、整備・推進をしているところです。 

 また、災害、大規模災害発生の際の災害救助活動などでも、迅速かつ広域、広範

囲にわたり、人道支援、災害救助活動がなされています。東日本大震災での友達作

戦が私たちの記憶にも新しいところでございます。参考資料をいただきました。東

日本大震災における米軍特殊作戦部隊の活躍ということで、３５３特殊部隊は、東

日本大震災における災害救援活動で活躍した米軍部隊の１つです。３５３特殊作戦

軍は、東日本大震災の翌日には横田飛行場へ展開し、５日後の２０１１年、平成２３

年３月１６日には、自衛隊とともに仙台空港において滑走路の瓦礫の撤去、航空管

制の復旧、航空機による復旧に必要な資・機材の輸送などを行い、同空港の迅速な

復旧に貢献いたしました。 

 また、３月１１日、先頃の東日本大震災追悼式典において、天皇陛下が在日アメ

リカ軍の災害復旧支援に深く感謝するとのお言葉があり、私自身、深く感銘いたし

ました。 

 なお、政府は地元国民の方々に懸念があることを十分踏まえ、理解が得られるよ

う、丁寧に誠意を持って説明していくとしています。このたびの請願は、これらの

すべてを否定することにもつながりかねません。当町町民の中にも、さまざまな意

見があると考えます。近隣市町村の中でもさまざまな関係性や県・国との働き、そ

れから関係性があります。そして、働き、つながりもさまざまです。また、県や市

町村連合として、各市町村の中でそういった要請をしているのであれば、さらにそ

れは独立した議会としては、ほかの議会との状況を見守る中、十分慎重な態度が必

要かと思われます。よって、ただいま他市町村の議会でも審議中でもございます。

時期尚早と考え、この請願につきまして、私は不採択としたいと存じます。 

〇議長(古越 弘君) ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり) 

 これで、討論を終わります。 

 これより、請願第１０号を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は、不採択であります。 
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 請願第１０号を採択することに、賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

 挙手、少数であります。 

 よって、請願第１０号 米軍輸送機ＣＶ２２（空軍）・ＭＶ２２（海兵隊）両オ

スプレイの飛行訓練に反対し、飛行中止を求める意見書提出の請願については、不

採択とすることに決しました。 

 ただいま町長より、議案１件が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１とし、議題とすることに、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４５号を追加日程第１とし、議題とすることに決しました。 

 

－－－追加日程第１ 議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について－－－ 

〇議長(古越 弘君) 追加日程第１ 議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 内堀税務課長。 

（税務課長 内堀淳志君 登壇） 

〇税務課長（内堀淳志君） 追加日程第１ 議案第４５号についてご説明いたします。 

 議案書の裏面、１ページをお願いいたします。 

 議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第４２３条

第３項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

記 

 住  所  御代田町大字御代田３８１８番地３ 

 氏  名  大 井 秀 夫 

 生年月日  昭和２８年１１月２７日生 

平成２８年３月１４日 提出 

御代田町長 茂 木 祐 司 
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 提案理由でありますが、議会全員協議会においてご説明させていただいたとおり、

同委員会委員の１名が退任されました。 

 このことから、その後任として大井氏を選任したいので、議会の同意を求めるも

のであります。 

 大井氏は、児玉区在住で、佐久市において司法書士、土地家屋調査士事務所を開

業されており、固定資産について、識見を有しております。 

 なお、任期は前任の残任期間となりますので、平成３０年１２月３１日までとな

ります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長(古越 弘君) 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 本案は、質疑・討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認め、議案第４５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり選任することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案の

とおり同意することに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は、すべて終了しました。 

 これにて閉会したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり) 

 異議なしと認めます。 

 

－－－退職者あいさつ－－－ 

〇議長(古越 弘君) 閉会に先立ち、３月３１日をもって退職される課長より、あいさつ

を願います。 

 土屋企画財政課長。 

（企画財政課長 土屋和明君 登壇） 
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〇企画財政課長（土屋和明君） 議長の許可をいただきました。 

 ３月末をもって退職いたします。就職以来４２年、なかんずく、議会の皆様方と

関係の深かった８年間を振り返りまして、お礼とおわびを申し上げたいと思います。 

 いろいろなことでお世話になり、ありがとうございました。 

 茂木町政は、ほぼオール野党という状況でございました。課長職として町の町政

を円滑に進めるように努力をしてまいったところでございます。時には強い口調で

あったり、議会の皆様方に失礼な発言をいたしまして、陳謝をしたことは、携帯電

話の件ばかりでなくて、あったところでございますが、これもひとえに、立場は違

えどもよいまちづくりをという立場で、今までやらせていただきました。失礼な点

は、改めておわびをいたします。 

 最後に、議会の皆様のますますのご発展を御祈念申し上げますとともに、退職い

たしましても町民でいる予定でございますので、見かけましても石など決して投げ

ないようにお願いをいたしまして、退任に当たってのごあいさつといたします。あ

りがとうございました。 

（拍 手） 

〇議長(古越 弘君) 続いて山本会計管理者。会計課長。 

（会計管理者 山本邦重君 登壇） 

〇会計管理者（山本邦重君） このたび、退職に当たり、このような場を設けていただき、

議会の皆様にはまことにありがとうございます。 

 １８歳で奉職し、４２年という歳月は長くもあり短くもあり、無事務めを終え、

こうしてあいさつできること、まことに光栄に思い、感謝しております。課長職と

して５年間の間は、何かと至らぬ点も多かったと思いますし、いろいろにわたりお

世話になりました。改めて皆様にお礼を申し上げます。これまでの経験を糧に、心

新たに晴耕雨読ということで歩んでまいりたいと思います。 

 終わりに、皆様のご多幸、ご活躍を祈念しまして、退任のあいさつとさせていた

だきます。 

（拍 手） 

〇議長(古越 弘君) 続いて重田教育次長。 

（教育次長 重田重嘉君 登壇） 

〇教育次長（重田重嘉君） このたびは、このような機会をありがとうございます。 
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 私も４２年間という、昭和４９年、勤めて以来、主に一番長かったのが、町民課

１５年でありました。そのうち、福祉関係が９年間、それであとは建設課８年間、

そして平成３年からは議会事務局の係長として４年間お世話になりました。その当

時は、市町村合併の合併協議なんかが盛んに行われていまして、周辺の市町村との

協議会があったりすれば、議員の皆さん方とそういう研修の場に行かせていただい

て、いろいろな勉強をさせていただきました。それで教育委員会へ来て３年間、こ

れで終わるわけでございます。多くの方々と接しまして、いろいろな研修、それか

らそういったことで勉強する機会が持てましたことを、本当に感謝いたします。 

 今後は、これで家の財産を守るために、家のほうへ当面入りまして、あとは９１

歳の父親の介護等をしていきたいというふうに思っております。 

 今後、御代田町議員の皆様のますますのご活躍と、御代田町の発展をお祈りして

おります。今後ともよろしくお願いいたします。 

（拍 手） 

〇議長(古越 弘君) 続いて、土屋消防課長。 

（消防課長 土屋 寛君 登壇） 

〇消防課長（土屋 寛君） 御代田町消防課長の土屋でございます。 

 佐久広域連合御代田消防署長も兼ねております。 

 定年に先立ちまして、ひと言ごあいさつさせていただきます。 

 消防生活４２年、御代田町での災害、事故、事件に関わってまいりました。後残

り２週間ですけれども、まだ気持ちを引き締めて対応したいと思います。 

 浅間山の山林火災、１５０ヘクタールが焼失した火災が、私の消防人としての第

一歩でした。日航機の墜落事故、普賢寺の火災、荒町での土砂崩れ、台風による河

川の増水、湯川の決壊、浅間山の噴火と、その時の状況が目に浮かびます。 

 また、昭和５０年から救急業務のほうも御代田町は開始されたところでございま

す。今でも一番先に出ました救急の事案については、鮮明に覚えておりますし、ま

たそのような現場で亡くなった方と接した場面につきましても、しっかり覚えてお

ります。特に浅間サンラインが開通する前には、国道１８号線、これ、メイン道路

でありまして、かなり大きな事故がありました。 

 特に今でも覚えているのは、大型トレーラーの暴走によります、今の小沼農協の

スタンドですよね、あそこへ飛び込んだ事故、複数の方が巻き込まれまして、犠牲
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となっております。当時は現在と違いまして、シートベルトの着用は義務づけなし、

そしてエアバックも付いておりません。また、車自体も安全構造ボディというよう

なこともなく、運転している方にもダメージは激しかったのです。 

 そして今年に入りましては、軽井沢でのバス事故での大きな犠牲というようなこ

ともございました。 

 佐久広域消防７署あるうち、このように議会の皆様と接しているのは、御代田と

軽井沢の署長２名だけです。本当に貴重な体験をさせていただきました。 

 後任には、またすばらしい人材が来ると思いますので、どうぞ可愛がってやって

ください。 

 １年という短い期間でしたが、議員の皆様とお付き合いさせていただきまして、

本当にありがとうございます。これからもご健康で、ますます御代田町のためにご

活躍することを心よりお祈り申し上げまして、あいさつとさせていただきます。お

世話になりました。 

（拍 手） 

〇議長(古越 弘君) 最後に、茂木議会事務局長。 

（議会事務局長 茂木康生君 登壇） 

〇議会事務局長（茂木康生君） あいさつの機会をいただき、まことにありがとうござい

ます。 

 議会議場で、公務でなく、私事で発言できるというのは、これが本当に最初で最

後じゃないかというふうに思っております。 

 先に、あいさつしました同僚より、短い期間ではありましたが、３７年間お世話

になりました。 

 振り返りますと、やはりいろいろなことがありました。楽しかったこと、辛かっ

たこと、やりがいのあったことなど、いろいろあります。一つひとつ挙げることは

できませんけれども、あえて一つ取り上げますと、ローマの休日のオードリーヘッ

プバーンではないのですが、ローマということを言った場面がありましたが、私に

とって１年ではありましたが、保育園の経験は非常に楽しく、子どもたちの笑顔を

見ることができたということは、本当に宝物だなと、本当に町の宝物だということ

を実感したところでございました。また、自分の考えなんかを少し改める機会にも

なったような気がいたします。 
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 役場に勤務できたことで、多くの経験とたくさんの方々と関わり合いができまし

た。これが財産となり、今の自分となっているような気がいたします。皆様方の温

かいご指導や支えに深く感謝し、お礼を申し上げたいと思います。 

 終わりに、御代田町、御代田町議会のますますのご発展と、また最後の１年、ま

たご縁あって議会に戻ってまいりましたけれども、局長として議員の皆様と関わり、

またお世話になりました。議員の皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、お礼と

退職のごあいさつとさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

（拍 手） 

〇議長(古越 弘君) ５人の課長には、長い間の勤務、大変ご苦労さまでした。 

 退職後も、ますます憎まれるほどご健勝でご活躍されますよう、ご祈念を申し上

げるとともに、今後とも町を見守り、お力添えをいただきたいと思います。 

 簡単ではありますが、議会議員からの感謝の言葉とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

 

－－－町長あいさつ－－－ 

〇議長（古越 弘君） ここで町長よりあいさつを願います。 

 茂木祐司町長。 

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君） 議会定例会の閉会に当たりまして、ひと言お礼を申し上げます。

先ほどは、退職する５名の課長にあいさつの機会をいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 議員の皆様には、１１日間にわたり、慎重にご審議をいただきまして、大変ご苦

労さまでした。 

 本議会に提案いたしましたすべての案件について、ご決定をいただきましたこと

に、心より感謝を申し上げます。ご決定いただきました本予算が、町民の皆様の暮

らしを守り、地域の発展につながるべく、諸事業の執行に当たりましては、誠心誠

意、職員一丸となって進めさせていただきます。 

 なお、今議会におきましては、予算書の差しかえや条例案の誤字脱字、議会招集

あいさつの印刷ミスによる開会の遅れなど、議員の皆様には大変ご迷惑をおかけい
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たしました。大変申しわけありませんでした。今後は、このようなミスが繰り返さ

れないよう、役場組織としても私自身としても、心を引き締めてまいりたいという

ふうに思います。 

 また、議会運営委員会の皆様に同行させていただきましたミネベア社長との懇談

では、町側と議会が一体になって取り組んでいる姿が、ミネベア関係者にも伝わり、

大きな成果を上げることができましたことに、改めて感謝申し上げます。大変あり

がとうございました。 

 いよいよ春を迎え、ということですが、まだまだ寒い日も続きます。卒業式や入

学式、送別会や歓迎会など、何かと慌ただしい時期を迎えます。議員の皆様におか

れましては、健康に十分ご留意いただきまして、一層ご活躍いただきますよう、ご

祈念を申し上げまして、閉会に当たってのあいさつとさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

 

－－－閉  会－－－ 

〇議長(古越 弘君) それでは、これにて平成２８年第１回御代田町議会定例会を閉会と

します。 

 大変ご苦労さまでした。 

閉 会 午前１１時４７分 


